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ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和７年１１月２５日 

タイトル 
子供たちが安心して学べる居場所を拡充するため 

寺子屋事業のガバメントクラウドファンディング実施中 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
令和８年２月４日（水曜日）まで募集 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 

寺子屋事業は、市内の小・中学校の教室や公民館などで実施 

◇小学校寺子屋 ８カ所（本町小、西小、末広小、北公、 

東公、渋沢公、堀川公、教育研究所） 

◇中学校寺子屋 ６カ所（東中、北中、西中、曲松児童セン

ター、はだのこども館、教育研究所） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

【対象】小学校全学年、中学校２年生 

※中学校の対象を２年生としている理由は、次年度に全国学

力・学習状況調査を受ける学年で、この寺子屋事業を通して、

高校受験へのモチベーションの向上を図るためです。 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

 放課後に勉強したいと希望する子供たちに元教員などが学習

支援を行う寺子屋事業に対して、寄付を募ります。 

【目標額】１００万円 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」のガバメントクラ

ウドファンディング（ＧＣＦ）を実施します。寄付された市外

の方には、寄付額に応じて寄付者が選択した返礼品（通常のふ

るさと納税で選べる品）を贈呈します。 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

寺子屋事業は、民間の塾以外の場

所で、放課後に勉強したいと自ら希

望している子供たちを対象に、令和

元年度から無料の学習支援を実施し

ています。 

また、本市では、ＳＤＧｓでも掲

げられた「質の高い教育をみんなに」を目指し、学習支援を行

っています。 

子供たちの家庭での学習時間が平日、休日ともに、減ってき

ていることから、無償かつ公平に学べる環境づくりが重要とな

ってきています。現在実施している寺子屋事業においても、参

加している子供たちの声が広がり、参加人数が増え、未設置の

地域から寺子屋開設の要望が高まっています。 

今後も、一人でも多くの子供たちの学びの機会を充実させる

ために、ＧＣＦを行います。 
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過去の実績 

令和元年度から寺子屋事業を開始しました。教育事業でのＧ

ＣＦの実施は、今回が初めてです。 

令和４年 小学校２カ所（57人）、中学校２カ所（12人） 

令和５年 小学校４カ所（98人）、中学校３カ所（36人） 

令和６年 小学校８カ所（225人）、中学校４カ所（61人） 

今後の取り組み 
 本事業の成果と課題を検証し、令和８年度以降の取り組みに

ついて検討を進めていきます。 
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氏名 播磨 幸絵 教育指導課長 
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（当日の担当者） 

教育指導課 学習支援担当：長谷川 祐子 

電話：０４６３（８４）２７８６ 

 


